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第３期岐阜県森林づくり基本計画の方向性について 

岐阜県林政部 

平成２７年７月１７日 

１ 計画の位置付け 

〇 「岐阜県森林づくり基本条例」（以下「条例」という。）に基づく、「岐阜県森林づく

り基本計画」（以下「計画」という。）の第２期計画が平成28年度に終期を迎える。 

〇 このため、近年の社会情勢の変化や時代の潮流を勘案し、第２期計画の施策の効果

に関する評価を踏まえ、第３期計画となる平成 29 年度から５年間の森林づくりの具

体的な施策と、それに基づいた取組みを総合的かつ計画的に推進するため、現計画を

見直す（条例第12条第６項）。 

 

２ 計画期間 

平成29年度から平成33年度までの５年間 
年 度 H18 H19～H23 H24～H28 H29～H33 

第１期計画 策定 計画期間   

第２期計画  見直し（H23） 計画期間  

第３期計画（今回）   見直し（H28） 計画期間 

 

３ 策定にあたっての基本的考え方 

〇 条例に基づき、森林づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、森

林づくりについての基本的な計画を改定する（条例第12条第１項）。 

〇 県の森林づくりに関する計画の上位に位置づけるものであり、今後策定・変更する

森林づくりに関する諸計画は、基本計画との整合性を保つ（条例第12条第２項）。 

〇 「岐阜県長期構想」を踏まえ、県が重点的に取組む森林・林業の施策について示す。 

 

４ 推進体制 

 

                                     

 

                                      

             
 

議案提出（Ｈ２９．２） 

         議決（Ｈ２９．３） 
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清流の国ぎふ森林・林業戦略会議 

（100年構想、森林・環境税等の林政部施策を実行するための意見交換） 

県民アンケート調査、県民意見交換会、パブリックコメント等 

提案 

提言 
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岐阜県木の国・山の国県民会議 

（森林づくり基本計画の協議：条例第12条） 

資料 ３ 



2 

 

第３期岐阜県森林づくり基本計画の方向性について 

「清
流
の
国
ぎ
ふ
」に
ふ
さ
わ
し
い
持
続
可
能
な
森
林
づ
く
り
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る 

自
立
し
た
林
業
経
営 

木
の
暮
ら
し
の
定
着 

担
い
手
が
確
保 

自
然
環
境
が
保
全 

適
切
な
森
林
配
置 

継
続
・
強
化 

大
会
を
契
機
に
「
清
流
の
国
ぎ
ふ
の
森
林
づ
く
り
」
を
深
化
さ
せ
て
い
く 

全
国
植
樹
祭 

多
様
な
森
林
成
立 

海
づ
く
り
大
会 

 

【１
０
０
年
構
想
】 

将
来
の
望
ま
し
い
森
林
の
姿
を
示
し
た
基
本
方
針 

全
国
育
樹
祭 

 

【新
規
・重
点
】 

１
０
０
年
先
の
森
林
づ
く
り 

（H２９～） 

第１期計画 

（Ｈ１９～Ｈ２３） 

 ◆ 海外の技術・人材交流を通じた高度な木材生産体制の加速化（拡） 
〇ロッテンブルク林業単科大学との技術・人材交流による生産効率の高い木材生産体制の確立 

 ⑤ 県産材輸出本格化プロジェクト（新） 
〇中国・韓国を中心とした製品・加工品の海外輸出の本格化 

 ④ 地産地消型木質バイオマスエネルギー活用プロジェクト（新） 
〇再生可能エネルギーの活用と環境にやさしく災害に強いまちづくりの支援 

 ◆ 山村地域の生活を守る「生活林」の保全・整備の促進（拡） 
〇気象害の恐れのある人家や道路等生活環境に密接な「生活林」の保全・整備 

 ① １００年の森林づくり計画策定プロジェクト（新） 
  〇100年先の望ましい森林の姿を示す森林配置計画の策定  
  （現況森林の分析、森林区分の設定、地域毎に望ましい森林配置計画の策定） 
 
  〇地域森林計画に位置付けて市町村森林整備計画への反映 
  （森林経営診断士等民間人材の活用による市町村森林計画の策定支援）  

 ② １００年の森林づくり実践プロジェクト（新） 
  〇１００年の森林づくり計画に基づく植栽に必要な苗木の供給、育種・育苗の研究・普及 
   （多様な苗木の供給体制整備、木材生産用苗木・環境保全用苗木の研究 等） 
 
  〇森林配置計画に基づいた森林づくりの実践 
   （林相転換（伐採・植栽）を現場で実践するために必要な森林整備の支援）   

次世代へ繋ぐ新しい森林を創る （財源：森林・環境税を検討） 

「清流」環境の保全・活用 （財源：森林・環境税を検討） 

林業の成長産業化を本格化 

 ③ 育林技術の新規開発・人材育成プロジェクト（新） 
〇人に負荷の掛からない育林技術の新規開発 
（人にやさしい林業用アシストスーツ等の新規開発）  

〇獣害対策を含めた育林作業のシステム化とこれに係る人材育成 
（多様な現場のニーズに対応した育林作業システムの確立と人材育成）   

 ◆ 「ぎふ木育」利用施設の一大拠点整備（拡） 
〇子育て世代に「木のおもちゃ」にふれあい、親しむ、体験できる利用拠点整備 

 ◆ 人口減少社会を見据えた県産材の利用拡大に向けた取組強化（拡） 
〇県森林技術開発・普及コンソーシアムを核に新用途・新製品の研究開発・普及 

 ◆ 県民の生命・財産を守る災害に強い森林づくりの強化（拡） 
〇治山ダムの機能強化、林道の点検診断・保全支援、渓畔林の間伐推進強化 

100 年先目指す姿 
第３期計画（Ｈ２９～Ｈ３３） 

第２期計画 

（Ｈ２４～Ｈ２８） 
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